


















































要約:全国の保健所等に勤務する歯科医師、歯科衛生士に対して、主として 3歳児健康診査

結果の母子健康手帳への記入に関して質問紙による調査を行なった。健診の結果、a:健康

b:要注意,C:要治療と判定を記入することについて、表現が不適当であるという多くの意見

が寄せられた。 

東京都中央区中央保健所での調査では、1 歳 6 ヶ月以前から歯科健診と保健指導を受ける

ことは 3歳児でのう蝕が少ない子供の育成に貢献している結果が得られているが、間食や

歯みがきに関する歯科保健行動の変容にも保健所における歯科保健事業が有用であるとい

う結果が得られ為 4、5歳児は乳臼歯部のう蝕が増加するが、その時期のう蝕の増加を予知

する方法として、歯垢を材料とした試験を試み、有用な結果が得られた。この予測をもと

に、その時期の歯科保健指導を徹底すれば、4、5歳児のう蝕予防に有用であろうという示

唆が得られた。 

保健所や市町村の歯科保健情報は十分に整備されているとはいえない状況であり、歯科保

健従事者も保健情報システムより歯科保健事業の方が重要と考えているという結果が得ら

れた。 

乳幼児期の歯科保健は、その人の生涯の歯科保健に関連する点が大きい。今日のわが国の

母子歯科保健は市町村や保健所で行なっている事業に負うところが大きく、学齢前の幼児

期を通した歯科保健対策を確立する必要があると思われる。 


